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〇 不審な電話やメールが届いたら、一人で判断せずに、家族や警察に相談しましょ

う。ＳＮＳでお金や投資話、副業や結婚の話が出たらまずは詐欺を疑いましょう。 

○ 被害防止のためには、特殊詐欺の犯人からの電話を直接受けないことが大切です。 

自宅の固定電話の留守番電話や防犯機能付き電話の設定、国際電話番号の利用休止の手続き 

をするなど、電話対策をしましょう。 

 

〇 警察があなたに「容疑がかかっている」「逮捕する」などと事前に連絡すること 

はありません。また捜査のために振込を要求してきたり、新しく銀行口座の開設を 

求めることはありません。 

  

〇 犯罪を防ぐには、「地域の人の目」が重要です。犬の
散歩や、ジョギング、買い物など日常活動の機会に子供
の見守りなどの防犯活動を行う「ながら防犯活動」によ
り、地域の安全を守りましょう 

 
年末交通事故防止県民総ぐるみ運動の実施 

 
  〇 運動期間 令和７年 12 月１日（月）から 12 月 10 日（水）まで 
 
  〇 運動重点 

・  歩行者の安全な通行の確保 
・  高齢者の交通事故防止 
・  飲酒運転を始めとする危険運転の根絶 
・  自転車等の安全利用の推進 

   
年末が近づき、寒さが増すとともに日の暮れも早くなっています。 
良い年末年始を過ごすためにも、自転車、歩行者に限らず、反射材用品の 

着用や早めのライトで周りに自分の存在を知らせ、交通事故を防止しましょう。 
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